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１. 議事日程 

日程第 １ 会議録署名委員の指定 

日程第 ２ 箕面市通園通学区域審議会条例の改正要請の件 

日程第 ３ 箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則改正の件 

   日程第 ４ 箕面市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則の一部を改正 

する規則改正の件 

   日程第 ５ 箕面市教育委員会事務決裁規程改正の件 

   日程第 ６ 箕面市教育委員会公印規則改正の件 

   日程第 ７ 箕面市奨学資金貸付基金条例の改正要請の件 

   日程第 ８ 箕面市奨学生選考委員会規則改正の件 

   日程第 ９ 箕面市奨学資金の貸付に関する規則改正の件 

   日程第１０ 市立屋内運動場等設備の使用に関する条例の改正要請の件 

   日程第１１ 箕面市学童保育に関する条例の改正要請の件 

   日程第１２ 箕面市私立幼稚園児の保護者補助金の交付に関する条例の改 

正要請の件 

   日程第１３ 箕面市立箕面文化・交流センター条例の改正要請の件 

   日程第１４ 箕面市子ども活動支援事業実施要綱改正の件 

   日程第１５ 箕面市文化財保護審議会に対する諮問の件 

   日程第１６ 平成２３年度全国学力・学習状況調査における抽出調査への 

参加協力及び希望利用活用の件 

   日程第１７ 平成２３年度大阪府学力・学習状況調査への参加協力の件 

   日程第１８ 箕面市教育委員会所管に係る平成２３年度箕面市一般会計当 

初予算の件 

   日程第１９ 箕面市教育委員会事務局職員の人事発令の件 

日程第２０ 箕面市教育委員会会議録の承認を求める件 

日程第２１ 教育長報告 

 

 

（午後２時３０分開会） 

 

 

◯委員長（小川修一君） ： ただ今から、平成２３年第２回箕面市教育委員会

定例会を開催します。議事に先立ちまして、事務局に「諸般の報告」を求め

ます。 

（事務局報告） 

◯委員長（小川修一君） ： ただ今の報告のとおり、本日の出席委員は５名で、

本委員会は成立しました。 



 

◯委員長（小川修一君） ： それでは、日程第１、「会議録署名委員の指定」

を行います。本日の会議録署名委員は、箕面市教育委員会会議規則第４条第

２項の規定に基づき、委員長において福井委員を指定します。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第２、報告第７号「箕面市通園通学区域

審議会条例の改正要請の件」及び、日程第３、議案第４号「箕面市教育委員

会教育長に対する事務委任規則改正の件」並びに、日程第４、議案第５号「箕

面市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則の一部を改正する規則改正の

件」は、関連案件ですので、一括審議することといたしてよろしいか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、一括して審議する

ことといたします。議案の朗読を省略し、提案理由を教育推進部教育政策課

長に求めます。 

◯教育政策課長（菅原かおり君） ： 報告第７号は、箕面市立幼稚園の通園区

域を廃止することに伴い、本審議会において通園区域を審議する必要がなく

なるため、箕面市通園通学区域審議会条例の一部を改正する条例の制定を箕

面市長に要請する必要が生じましたが、委員長において教育委員会会議を招

集する時間的余裕がないことが明らかであるとお認めいただきましたので、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項及び箕面市教育委

員会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により、教育長が臨時

に代理しましたので、箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条

第２項の規定により報告するものです。 

議案第４号は、報告第７号と同様に、「箕面市通園通学区域審議会」が「箕

面市通学区域審議会」に変わることに伴い、関係規定を整備するため、箕面

市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する必要があるため、

提案するものです。 

議案第５号は、報告第７号、議案第４号と同様に、「箕面市通園通学区域

審議会」が「箕面市通学区域審議会」に変わることに伴い、関係規定を整備

するため、箕面市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則の一部を改正する

規則の一部改正が必要であるため、提案するものです。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませんか。 

◯委員長（小川修一君） ： ないようですので、報告第７号及び議案第４号並

びに議案第５号を採決いたします。報告第７号については、報告どおり承認

し、議案第４号及び議案第５号については、原案どおり可決することにご異

議ございませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、報告第７号につい

ては、報告どおり承認され、議案第４号及び議案第５号については、原案ど



 

おり可決されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第５、議案第６号「箕面市教育委員会事

務決裁規程改正の件」及び、日程第６、議案第７号「箕面市教育委員会公印

規則改正の件」は、関連案件ですので、一括して審議することといたしてよ

ろしいか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、一括して審議する

ことといたします。議案の朗読を省略し、提案理由を教育推進部教育政策課

長に求めます。 

◯教育政策課長（菅原かおり君） ： 議案第６号は、箕面市教育委員会に対す

る事務委任及び補助執行に関する規則の改正に伴い、専決事項に保育料の減

免の決定に係る決定区分を追加し、及び箕面市特定業務調整監設置規則の制

定に伴う特定業務調整監への合議等について規定するにあたり、箕面市教育

委員会事務決裁規程の一部を改正する必要があるため、提案するものです。 

議案第７号は、箕面市教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する

規則の改正に伴い、保育所事務専用の教育委員会教育長印を新調し、及び規

則中の表記を整備するにあたり、箕面市教育委員会公印規則を改正する必要

があるため、提案するものです。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませんか。 

◯委員長（小川修一君） ： ないようですので、議案第６号及び議案第７号を

採決いたします。本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって本件は、原案どおり

可決されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第７、報告第８号「箕面市奨学資金貸付

基金条例の改正要請の件」及び、日程第８、議案第８号「箕面市奨学生選考

委員会規則改正の件」並びに、日程第９、議案第９号「箕面市奨学資金の貸

付に関する規則改正の件」は関連案件ですので、一括して審議することとい

たしてよろしいか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、一括して審議する

ことといたします。議案の朗読を省略し、提案理由を教育推進部学校管理課

長に求めます。 

◯学校管理課長（岩永幸博君） ： 報告第８号は、奨学金の奨学生の追加募集

について、奨学生を随時募集決定し、貸与することができるようにするため、

箕面市奨学資金貸付基金条例の一部を改正することを箕面市長に要請する必

要が生じましたが、委員長において教育委員会会議を招集する時間的余裕が



 

ないことが明らかであるとお認めいただきましたので、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２６条第１項及び箕面市教育委員会教育長に対する

事務委任規則第３条第１項の規定により、教育長が臨時に代理しましたので、

箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条第２項の規定により報

告するものです。 

   議案第８号及び議案第９号については、箕面市奨学資金貸付基金条例の一

部改正に伴い、関係規定を整備するにあたり、箕面市奨学生選考委員会規則

の一部、及び箕面市奨学資金の貸付に関する規則の一部を改正するため、提

案するものです。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませんか。 

◯委員（福井聖子君） ： 選考委員会を通すものと通さないものがあることに

なりますが、その年度に貸与したものに関しては、再度、選考委員会に報告

をされないのですか。 

◯学校管理課長（岩永幸博君） ： 応募者が募集人数を超えない場合は、今回

の改正により、選考委員会を開催しないこととなりますが、少なくとも年１

回は、選考委員会を開催します。今回、選考委員会の審議対象を奨学資金に

関する事項全般に広げていますので、委員ご指摘のものについても審議して

いただきます。そこで、ご意見をいただくこととなります。 

◯委員長（小川修一君） ： 申請者が減少ぎみだと聞くのですが、原因はわか

りますか。せっかくの制度がありながら、生かされないのであれば、何かつ

まずきがあるのではないか。それであれば、制度を生かすためにそのような

つまずきを取り除くような方法がないのかと考えているのですが。 

◯学校管理課長（岩永幸博君） ： 奨学生の募集については、市の広報紙「も

みじだより」やインターネットを通じて広報しています。明確な理由はわか

りませんが、一つ考えられるのは、高校授業料の無償化の影響があると思い

ます。ただ、高校生は、授業料以外にも諸経費がかなり必要となってきます。

そのようなことを今後賄える分として、もっと奨学金の周知に努めていきた

いと思っています。 

◯委員（白石裕君） ： 以前の日本育英会である日本学生支援機構からの奨学

金を受ければ、箕面市の奨学生の資格から外れるのですか。それとも二つと

も資格があるのですか。 

◯学校管理課長（岩永幸博君） ： 併給可能です。 

◯教育推進部副部長（稲野公一君） ： 平成１４年度までは、公立高校であれ

ば月５千円、私立高校であれば月１万円と額は少なかったのですが、給与と

なっており、奨学生に選ばれれば、返還不要の奨学金がもらえたので、多い

場合には、４０人から５０人の希望者がありました。兄弟が多いとか、家賃

の額など、いろいろな家庭状況をポイント制にして、困窮度をランク付けし



 

たうえで、予算の範囲内で、緊急度の高い方から優先的に給与してきました。

その結果、ここまでの方までは採用するが、残念ながら、これ以上の方は、

申し訳ないけれどもお断りするようなことを行っており、募集人数より応募

者が常にオーバーするため、選考委員会において、公平な立場で審査してい

ただいていました。ところが、平成１５年度からは、給与から貸与に制度を

切り替えましたので、返還しなければならなくなりました。大阪府育英会や

日本学生支援機構などの他の奨学金の方が充実していること、また、額も公

立高校であれば、月５,０００円ですので、わざわざ箕面の奨学金まで３つも

応募して、借りるまでのニーズはなかったかと思います。そのようなことか

ら、応募者が減ってきていると分析しています。そこで、２年前に、大学に

ついては、他にいろいろと制度がありますし、大学自身にも特待生のような

減免の制度もありますので、公立高校は、５,０００円だったところを１２,

５００円、私立高校は、１０,０００円だったところを２５,０００円、それ

ぞれ２．５倍に貸与額を変更し、高校の授業料ぐらいは箕面の奨学金でも賄

えるようにしようと、制度変更をしたのですが、あまり利用者は増えません

でした。さらに、高校授業料無償化のこともあり、この間はずっと募集人数

をオーバーすることはない状況です。今回は、急に利用されたいときに、タ

イムリーにお貸しできるように、選考委員会で決めてお貸しするのではなく、

随時お貸しできるように変えていきます。また、選考委員会では、そのよう

な貸与の報告や制度の運営について意見をいただくように位置付けを見直す

ようにしました。 

◯委員（白石裕君） ： 奨学金をめぐる問題には、いろいろとあるので、難し

いかとは思います。高校授業料が無償化になったのはいいのですが、逆に非

常に格差が意識される状況が生まれていると聞きます。そのようなことから、

奨学金の使い道に幅を持たせないといけない。この奨学金は、自由に使って

いいということであれば、監査というわけではありませんが、公費の管理と

いう点が気になるのですが、どうですか。 

◯教育推進部副部長（稲野公一君） ： 選考委員会の位置付けや貸与のタイミ

ングの見直しを行います。それに併せて、従来は、授業料が貸与額の根拠で

ありましたが、授業料が無償となり、場合によっては、奨学金を無くしても

いいのではないかとの意見もありました。しかし、実際には、授業料以外に

も、制服代や教科書代、修学旅行の積立金など、学校に納めるお金がいろい

ろとあります。学校で、今年度はこれだけ納めてくださいとか、この月はこ

の額納めてくださいなどの案内が必ずあると思うのです。それも今回は申請

時に付けていただき、それに基づいて、学校に直接納める必要なお金を貸与

の上限にすることを併せて盛り込んでいます。卒業された後、子どもさんか

ら返していただくことが基本ですので、学校に直接的に必要でないお金まで



 

貸し付けてしまって、返還の際にトラブルにならないようにしながら、貸与

することを改正内容に入れています。 

◯委員長（小川修一君） ： 他にないようですので、報告第８号及び議案第８

号並びに議案第９号を採決いたします。報告第８号については、報告どおり

承認し、議案第８号及び議案第９号については、原案どおり可決することに

ご異議ございませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、報告第８号につい

ては、報告どおり承認され、議案第８号及び議案第９号については、原案ど

おり可決されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第１０、報告第９号「市立学校屋内運動

場等設備の使用に関する条例の改正要請の件」を議題とします。議案の朗読

を省略し、提案理由を教育推進部学校管理課長に求めます。 

◯学校管理課長（岩永幸博君） ： 本件は、彩都の丘小学校及び彩都の丘中学

校が開校することに伴い、屋内運動場等の設備の使用料を定めるため、市立

学校屋内運動場等設備の使用に関する条例の一部を改正することを箕面市長

に要請する必要が生じましたが、委員長において教育委員会会議を招集する

時間的余裕がないことが明らかであるとお認めいただきましたので、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項及び箕面市教育委員会教

育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により、教育長が臨時に代理

しましたので、箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条第２項

の規定により報告するものです。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませんか。 

◯委員（坂口一美君） ： 施設開放で使用している備品の管理をどのようにさ

れているのか。また、備品の安全管理はどのような対応をされているのです

か。 

◯学校管理課長（岩永幸博君） ： 備品の管理や安全管理については、それぞ

れの学校長が対応します。 

◯委員（坂口一美君） ： 学校にある卓球台などいろいろな備品を使用してい

ますが、かなり老朽化していて、安全面から見ると厳しいと思われ、どこに

話をしていいかわからないという声も聞きます。教育委員会ではどこまで管

理するのか、買い替えなどは、教育委員会はどこまで関係するのかを教えて

ください。 

◯学校管理課長（岩永幸博君） ： 学校では、配分予算の範囲内で買えるもの

については、学校の予算委員会などを経て、学校長の判断で購入しています。

まとまった金額のものは学校配分予算だけでは購入できないので、各学校長

からの要望により、市の予算要求を通じて、学校管理課で購入します。 



 

◯委員（坂口一美君） ： 学校施設開放の連絡会がありますが、その場で団体

の代表者が話をすれば、備品の買い替えや安全対策をしてもらえるというこ

とでよいですか。 

◯教育推進部副部長（稲野公一君） ： 基本的には委員のおっしゃるとおりで

す。体育の授業などで、卓球台などは小学校ではなかなか使用しません。中

学校は部活動などで使用しますが。学校にあるものを使用していただくのは

結構ですし、危険性がありましたら、言っていただければ、点検したり、場

合によっては買い替えとなります。グラウンドで野球などをする場合は、自

分たちで持ち込みをしていただきます。学校として買い揃えないといけない

ものと、自らある程度用意していただかないといけないものがあります。そ

れは、ケースによってのことなので、話し合いをしながら、使用団体に負担

をお願いすることもあると思います。しかし、危険性があるのであれば、ご

連絡をいただければ、考えさせていただきます。 

◯委員長（小川修一君） ： 小学校にはバレーボールのネットなどはあるので

すか。 

◯教育推進部副部長（稲野公一君） ： 大体は初めにそろえていますが、学校

予算でいろいろと買い揃えて欲しいとなると、学校は別のものも欲しいとい

うこともあると思いますので、老朽度に応じての対応となります。一部、教

育委員会で対応したものもありますので、それは、相談しながら進めていき

ます。 

◯委員長（小川修一君） ： 他にないようですので、報告第９号を採決いたし

ます。本件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって本件は、報告どおり

承認されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第１１、報告第１０号「箕面市学童保育

に関する条例の改正要請の件」を議題とします。議案の朗読を省略し、提案

理由を子ども部子育て応援担当専任参事に求めます。 

◯子育て応援担当専任参事（津田善寿君） ： 本件は、平成２３年度において

小学校の第４学年の児童を学童保育室に試行的に受け入れ、箕面市立彩都の

丘小学校において学童保育を実施し、及び児童福祉法の改正に伴い関係規定

を整備するため、箕面市学童保育に関する条例の一部を改正する条例の制定

を箕面市長に要請する必要が生じましたが、委員長において教育委員会会議

を招集する時間的余裕がないことが明らかであるとお認めいただきましたの

で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項及び箕面市教

育委員会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により、教育長が

臨時に代理しましたので、箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第



 

３条第２項の規定により報告するものです。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませんか。 

◯委員（福井聖子君） ： ４年生の学童保育を試行的に行うということですが、

学童保育に決まった子は、その１年間学童保育を行うということですか。 

◯子育て応援担当専任参事（津田善寿君） ： 長期休暇である春休み、夏休み、

冬休みの期間だけ、１日保育をします。それ以外の日は学校で、自由な遊び

場開放事業を行っており、今の時期だったら午後４時３０分、夏だったら午

後５時まで学校にいられます。そのようなことができない長期休暇中の学童

保育を実施するものです。 

◯委員（坂口一美君） ： ４年生からという根拠を教えてください。 

◯子育て応援担当専任参事（津田善寿君） ： 学童保育は、現在は１年生から

３年生まで、支援を要する子どもは６年生まで行っていますが、発育の関係

上、４年生は長期休暇中、１日一人でいられないが、５、６年生になれば、

自立して大丈夫なこともあろうかと思いますので、今回は４年生を対象に試

行的に行うことになります。 

◯委員（坂口一美君） ： 支援の必要な子どもさんに関しては６年生まで学童

保育に入ることもできますし、長期休暇中も保育していただけますが、今ま

で学童保育を行っていく中で、統計的に必要である根拠があるのか。でなけ

れば、通常は大丈夫であるが、長期休暇中であれば、支援の必要な子どもさ

んも６年生や中学生まで拡大していただきたいと思うのです。ですから、４

年生であるのが、単なる成長だけなのか、それとも保護者の声があるのか、

今までの統計で必要だと認められたのか、などの具体的な根拠が欲しかった

と思います。もし、そうであれば、もっと拡大ができるのではないかと思う

のですが。 

◯子育て応援担当専任参事（津田善寿君） ： 学童保護者会のアンケート結果

をいただきました。その中では４年生の学童保育の通年実施をして欲しいと

いうアンケート結果が出ていること。また、教育委員会で昨年の夏に、夏休

みが終ってからの子どもの居場所について、４年生の保護者にアンケート調

査を行いました。それらから導いてきたのが、４年生の学童保育の必要性で

した。児童福祉法の概念では１０歳未満の児童、３年生から４年生を指して

いますので、そのような法の趣旨から照らし合わせて見ても、今のところ４

年生を対象としています。５、６年生は自立がほぼできているのではないか。

長期休暇中であれば一人で、あるいは友だちと一緒に過ごせるのではないか。

として、居場所として措置すべきは４年生までと考えています。 

◯委員（福井聖子君） ： 具体的な人数の見通しと、人数が増えた際の学童の

指導員の増員も考えているのですか。 

◯子育て応援担当専任参事（津田善寿君） ： それほど多くはないであろうと



 

考えています。春休みは、３月３１日までは３年生で、４月１日から４年生

となりますので、そのまま引き続いて４年生としても学童保育に来るかもし

れません。まだ、人数は未定です。夏休みに関しては、それほど多くの人数

は来ないであろうと思っています。学童保育にいた３年生が４年生になって

もそのまま続けるのではなく、ひと桁台の人数ぐらいではないかと思ってい

ます。現在の学童保育を見ても、１年生で２５０人ほど、２年生で２００人

ほど、３年生で１５０人ほどと年齢が上がるごとに減ってきています。その

ようなことから、それほど多い人数ではないと考えています。また、受け入

れの人数については、定員があります。学童保育の指導員については今の人

数で賄えると考えています。 

◯委員長（小川修一君） ： 仮に人数が増えてきたときには、対応できるので

すか。 

◯子育て応援担当専任参事（津田善寿君） ： ４年生になれば、ある程度自立

ができることから、それほど多い需要はないと考えていることと、仮に多く

なっても学童保育の定員を増やさない限り、受け入れ人数を増やすことはで

きません。現在、学童保育は、学校の空き教室を利用して行っており、学校

には、そんなに空き教室はありませんので、増やすことは難しいと思います。

また、１年生から３年生までを優先して、定員の空きがあるところでしか、

４年生の受け入れを行うことはできないこととなっています。 

◯教育長（森田雅彦君） ： 通常の課業日などと比べると、長期休業中の学童

保育に通う子どもたちは少し少ないので、空きを活用して４年生の子どもた

ちに対して試行します。他市の状況でも、４年生までの長期休業中の保育を

広げたが、それほど多くの子どもたちは来なかったと聞いています。 

◯委員長（小川修一君） ： 他にないようですので、報告第１０号を採決いた

します。本件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって本件は、報告どおり

承認されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第１２、報告第１１号「箕面市私立幼稚

園児の保護者補助金の交付に関する条例の改正要請の件」を議題とします。

議案の朗読を省略し、提案理由を子ども部幼児育成課長に求めます。 

◯幼児育成課長（水谷晃君） ： 本件は、箕面市私立幼稚園児の保護者への補

助制度について、補助金の額及び補助金の対象となる園児の年齢を拡大する

ため、箕面市私立幼稚園児の保護者補助金の交付に関する条例の一部を改正

する条例の制定を箕面市長に要請する必要が生じましたが、委員長において

教育委員会会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであるとお認めい

ただきましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１



 

項及び箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定に

より、教育長が臨時に代理しましたので、箕面市教育委員会教育長に対する

事務委任規則第３条第２項の規定により報告するものです。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませんか。 

◯委員（福井聖子君） ： 前回の教育委員会会議で論議した案に基づいてのこ

とだと思いますが、この条例の改正は、対象年齢が拡大されたことと、予算

の範囲内でということがこれで決まりますが、予算が認められれば、この４

月から進められることが決まるのですね。 

◯幼児育成課長（水谷晃君） ： そのとおりです。 

◯委員長（小川修一君） ： 他にないようですので、報告第１１号を採決いた

します。本件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって本件は、報告どおり

承認されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第１３、報告第１２号「箕面市立箕面文

化・交流センター条例の改正要請の件」を議題とします。議案の朗読を省略

し、提案理由を生涯学習部生涯学習センター・公民館担当専任参事に求めま

す。 

◯生涯学習センター・公民館担当専任参事（大浜訓子君） ： 本件は、箕面市

立箕面文化・交流センターの休館日を平成２３年４月１日から変更し、年末

年始を除き通年開館とするため、箕面市立箕面文化・交流センター条例の一

部を改正する条例の制定を箕面市長に要請する必要が生じましたが、委員長

において教育委員会会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると

お認めいただきましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２

６条第１項及び箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条第１項

の規定により、教育長が臨時に代理しましたので、箕面市教育委員会教育長

に対する事務委任規則第３条第２項の規定により報告するものです。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませんか。 

◯委員（福井聖子君） ： 指定管理業者が労働基準法などを遵守しているかの

チェックは指定管理業者任せですか。休館日がなくなることは、市民サービ

スとしては非常にありがたいことなのですが、公務員であれば、労働者の休

日に関しての規定があるのですが、指定管理業者になれば、そのあたりはど

のようになるのですか。 

◯生涯学習センター・公民館担当専任参事（大浜訓子君） ： 指定管理者の募

集に当たって、労働基準法を遵守することとして、人員配置など事前に提出

させることで、確認できていると考えています。 

◯委員長（小川修一君） ： 指定管理先に、そのような条件をつけているので



 

すか。 

◯生涯学習センター・公民館担当専任参事（大浜訓子君） ： 指定管理者の公

募の際の条件として労働基準法を遵守すること、配置人数の案を提出させて

おります。また、今後も監督していきます。 

◯委員長（小川修一君） ： 他にないようですので、報告第１２号を採決いた

します。本件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって本件は、報告どおり

承認されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第１４、議案第１０号「箕面市子ども活

動支援事業実施要綱改正の件」を議題とします。議案の朗読を省略し、提案

理由を子ども部青少年育成担当専任参事に求めます。 

◯青少年育成担当専任参事（高橋正信君） ： 本件は、平成２３年４月１日よ

り、箕面市立箕面文化・交流センターの木曜日休館が廃止されることに伴い、

関係規定を整備するため、本要綱の一部改正を提案するものです。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませんか。 

◯委員長（小川修一君） ： ないようですので、議案第１０号を採決いたしま

す。本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって本件は、原案どおり

可決されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第１５、議案第１１号「箕面市文化財保

護審議会に対する諮問の件」を議題とします。議案の朗読を省略し、提案理

由を生涯学習部文化財保護担当専任参事に求めます。 

◯文化財保護担当専任参事（河原弘明君） ： 本件は、市の区域内に存する有

形文化財（文化財保護法第２７条第１項の規定により重要文化財に指定され

たもの及び大阪府文化財保護条例第７条第１項の規定により大阪府指定有形

文化財に指定されたものを除く。）のうち、特に重要なものを箕面市文化財

保護条例第６条第１項の規定により指定するにあたり、同条第３項の規定に

より諮問する必要があるため、提案するものです。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませんか。 

◯委員（坂口一美君） ： 郷土の歴史と伝統文化などを学ぶことについて文部

科学省もいろいろと言われていますが、指定された文化財をどのように活用

していくかが、非常に大事だと思います。 

◯文化財保護担当専任参事（河原弘明君） ： 萱野三平亭「涓泉亭」は年間約

５千人弱の来館者があります。そこから南に約１キロメートル以内にある萱

野三平墓も重要な文化財として今後周知していきたいと思います。 



 

◯教育センター所長（松山尚文君） ： 以前に説明した「わがまちみのお」を

教育センターで作成しており、それでも萱野三平を扱っています。萱野三平

は赤穂浪士としても有名ですが、涓泉という俳号を持ち、大変優れた俳句も

作っていますので、そのようなことも活用しながら、子どもたちに伝えてい

きたいと思います。 

◯委員長（小川修一君） ： この人物は、小・中学校の教科書にも出てくるの

ですか。 

◯教育センター所長（松山尚文君） ： 地域学習副読本「わがまちみのお」に

トピックとして掲載しています。 

◯委員長（小川修一君） ： 他にないようですので、議案第１１号を採決いた

します。本件を議案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって本件は、議案どおり

可決されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第１６、議案第１２号「平成２３年度全

国学力・学習状況調査における抽出調査への参加協力及び希望利用の活用の

件」及び日程第１７、議案第１３号「平成２３年度大阪府学力・学習状況調

査への参加協力の件」は、関連案件ですので、一括して審議することといた

してよろしいか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、一括して審議する

ことといたします。議案の朗読を省略し、提案理由を教育推進部学校教育課

長に求めます。 

◯学校教育課長（南山晃生君） ： 議案第１２号については、平成２３年度の

全国学力・学習状況調査は、抽出調査で実施されます。同時に、学校設置者

である箕面市教育委員会の判断により同じ問題を利用できる希望利用の制度

があります。次年度、本市では、２つの中学校が抽出校として、指定されて

います。小学校の抽出校は、今年度に引き続き、０校です。本件は、平成２

３年度全国学力・学習状況調査の抽出調査に参加協力するとともに、抽出校

の結果と併せて、本市の子どもたちの学力状況を把握するため抽出校以外の

全小・中学校において、希望利用を活用することを提案するものです。 

議案第１３号については、平成２３年度大阪府学力・学習状況調査が悉皆

調査として実施されます。平成２２年第７回教育委員会定例会後の意見交換

で、この調査についてご議論いただき、その時点では国の調査の実施につい

ては検討中でありましたので、参加協力の意向を提出するが、今後、国の動

向も見据えていくことを確認しました。本件は、平成２３年度大阪府学力・

学習状況調査へ参加協力することを提案するものです。 



 

◯委員長（小川修一君） ： 今の説明の後段の国の動向について教えてくださ

い。 

◯学校教育課長（南山晃生君） ： ６月の時点で、様々な憶測が流れていまし

たが、最終的には、平成２２年１２月８日付け、文部科学副大臣決定として、

平成２３年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領が決められました。

その中で、抽出調査及び希望利用を可とする旨が述べられています。 

◯委員長（小川修一君） ： まず、全国学力・学習状況調査の抽出調査及び希

望利用について審議します。何かご意見がありましたらどうぞ。 

◯教育長（森田雅彦君） ： 今年度の全国学力・学習状況調査は、抽出調査に

加え、設置者である市町村教育委員会の判断で希望利用ができるというもの

であり、本市では、３つの中学校が抽出校として指定され、小学校の指定校

はありませんでした。抽出されなかった小・中学校では、希望利用を活用し

て、これを箕面市学力・学習状況調査として実施しました。この調査は平成

１９年度から実施し、今年度を含めた４回の全国学力・学習状況調査では、

教育委員会事務局や各学校で調査結果を分析し、内容等を公表してきました。

より大きな集団である全国を基準として、その関係において分析を行うこと

で、教育委員会や学校の取組の成果や課題が明確になりました。そして、先

日も説明がありましたが、学力向上推進チームでこの４年間の分析を行い、

まとめたリーフレット「全国学力・学習状況調査の結果から」を全教職員に

配布しました。このまとめにもあるように、課題となっている言語活動を充

実する、対話がキーワードであることもわかってきました。このような課題

に対して、具体的な施策や取組を進め、学力向上のＰＤＣＡサイクルが確立

されつつあります。また、今年度の調査は、平成１９年度当初、第１回目に

小学６年生で調査を受けた子どもたちが、中学３年生で調査を受けることに

なりました。この３年間の経年変化についても分析することができました。

学校の学力向上の取組を一層進めるためには、市内の全小・中学校で参加す

る調査を継続的・持続的に行い、学校におけるＰＤＣＡサイクルを確かなも

のにすることが求められています。全国が基準であることや、これまでの取

組の経過から考えると、全国学力・学習状況調査の希望利用を活用して、今

後とも継続して箕面の子どもたちの学力、学習状況を的確に把握することと

し、施策や取組を展開していくことが大切であると考えています。 

◯委員（白石裕君） ： 全国学力・学習状況調査は、学力調査に限れば、大き

な意味が二つあるかと思います。一つは、学習指導要領がこの４月から完全

実施になることです。新学習指導要領の内容を子どもたちの学力を通して、

検証する。これは、移行措置とはいえ、前のカリキュラムでも行っていたの

で、意味があろうかと思います。また、大きな意味の二つめは、小さく四つ

あると思います。一つめは、学力の到達水準が全国レベルで設定されること。



 

二つめは、子どもの指導に充てること。三つめはアカウンタビリティ、この

結果を見て、学校や教育委員会、教育行政がどう責任を取るか、条件整備し

ていくか。四つめは、保護者、地域の方へのニーズを汲み取る。以上のよう

な意味があるかと思います。私は、ずっとこの間、悉皆調査ではなく、抽出

調査でもいいのではないかと言ってきました。しかし、子どもの指導を緻密

にやっていくのであれば、全児童、生徒を対象とした試験でないと具合が悪

いのではないかなど、いろいろと聞きましたので、そうかなと自分で納得し

ています。子どもの指導の点で言えば、４月に実施して、１０月に返ってく

るとはいえ、中学校３年生、小学校６年生では卒業してしまいます。私が２

番目に挙げた理由の子どもの指導という意味では、どの程度これが生かされ

ているのか。傾向がわかる意味ではわかるが、指導に使われるのかが、疑問

です。全国学力調査の問題の質もかなり良くなってきているように見えます

ので、全国調査は意味があります。しかし、大阪府も同じような試験を行う

ので、その点は非常に疑問があります。 

◯委員（坂口一美君） ： 白石委員が指摘されたことは課題であると思います。

最初の全国学力・学習状況調査に参加するときから、保護者の立場として、

私は、順位争いではなく、子どもたちをどう指導するかを分析していくため

の調査だと捉えています。今までも、結果については、学校間の序列や過度

の競争につながるような発表はしないとして、行ってきました。結果の分析

にあたっても、教育委員会や各学校での分析も非常にきめ細やかに行われ、

本当に先生方はご苦労なさったと思います。また、それを指導に反映してい

く箕面市の先生方の姿勢は非常にありがたいと思っています。ただ、悉皆か

ら抽出になったことで、文部科学省の方向性には、私は納得いかないものが

あります。箕面市が、学力、学習状況を調査する観点から希望利用を活用し

て、箕面市の子どもたちのために、新たに分析していくためには、私は良い

ことだと思っています。今後も全国調査をどうするかということもあります

が、結果公表については、子どもたちを数値で比べたりしない、学習のきめ

細やかな指導の改善に使っていくことで、推進していただけたらありがたい

と思います。 

◯委員（福井聖子君） ： 今までの全国学力・学習調査については、各学校で

すごくがんばって分析していただきました。調査した結果、どのようにプラ

ンを立てていくかが一番大事なところで、そこを各学校で一生懸命していた

だきました。今年度からは、学力向上推進チームの会議で論議されて、教育

長のお話にあったリーフレットを出していただきました。私自身の反省点で

もあるのですが、できあがったものについて教育委員会委員に検討を、と言

われたのですが、もう少し早い段階での会議があるといいと思います。どう

しても結果の公表にこだわってしまうのですが、やはり大事なのはプランで



 

す。いかに説得力のあるプランを出していけるかを考えた際に、箕面市とし

てどうするのか。また、箕面市として弱いところにどのような予算措置を講

じるか、どのような人員配置を講じるか、このあたりのプランニングが一番

大事になってくると思います。学力向上推進チームは学校の分析のまとめ役

ではなく、市の政策としてどのようなものを打ち出すかというところにもう

一歩踏み込んでいただきたい。そのあたりについては、われわれ教育委員会

委員も貢献したいと思います。 

◯委員長（小川修一君） ： ただいま、様々なご意見をいただきました。全国

学力・学習状況調査については、いろいろな角度から、それぞれが教育を考

えながら、今のようなご意見が出てきたと思います。特に、学力向上の取組

を進めていくには、様々な観点、幅広い見方が必要になってくるかと思いま

す。同時に、教育の結果は、そう短兵急に求めるべきものではないと私は思

っています。そのためには、学力の状況を把握しながら、そこで現れた成果、

箕面市にも大きなものがあったはずです。それを評価すべきことだと思いま

す。ただ、一方、問題によっては、超えなければならないことも課題として

出てきます。問題の内容の質、継続性、経年変化の状況など、そういった蓄

積のある全国学力・学習状況調査を活用することは、一つの成果があったと

思います。ただ、結果の取り扱いについては、坂口委員がおっしゃったよう

に、過度の競争に陥らないような配慮をすべきです。また、市としての学力

向上策をしっかり論議していく必要もあると考えます。これらのことをふま

えて、全国学力・学習状況調査については、抽出調査に協力し、抽出校以外

の全小・中学校おいて希望利用を活用するということにしたいと思います。

よろしいですか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 次に、平成２３年度大阪府学力・学習状況調査へ

の参加協力の件について審議します。大阪府の調査は、国の調査が悉皆調査

になれば中止するということでしたが、国の調査が抽出調査になったことで、

当初の予定どおりに実施されます。大阪府の調査は、悉皆調査だと聞いてい

ますが、府内の市町村の参加状況によって左右されることはあってはならな

いのですが、参考までに報告ください。 

◯学校教育課長（南山晃生君） ： 府内の状況ですが、４１市町村中、４０市

町村については、参加意向が出されており、現時点で本市のみ保留となって

います。 

◯教育長（森田雅彦君） ： 平成１９年度の全国学力・学習状況調査の結果、

大阪府の子どもたちの学力が全国的に見ても大変低位であることが明らかに

なりました。その現状をふまえ、大阪府教育委員会は、「おおさか・まなび

舎事業」、「学力向上プロジェクト」、「少人数習熟度別指導」「指導ツー



 

ルの開発」など、様々な施策を実施してきました。今年度の全国学力・学習

状況調査において、府下の状況を見ると、小学校算数のＡ問題で全国平均を

上回るなど、上昇傾向はあるものの、現時点ではその成果はまだまだ十分現

われていない状況であり、今後の施策・取組の見直し等が大きな課題だと感

じています。今年度行われた全国学力・学習状況調査の抽出方式では、抽出

校のない市町村もあり、府内の各市町村の状況の把握ができませんでした。

大阪府教育委員会が、自らの施策の成果と課題を検証するという意味で、中

西大阪府教育長からもぜひそれぞれの市町村の協力をお願いしたいという依

頼が教育長会議でもありました。ただ、その場でも、先ほど白石委員からお

話がありましたが、できたら、対象は国と同じような小学校６年生、中学校

３年生ではなく、その分析結果が生かせる小学校５年生、中学校２年生を対

象に実施して欲しいとか、行う以上は単年度で終わるのではなく、継続して、

子どもたちの状況を見ていってほしいなどの要望もしたところです。本市に

とっては、府との関係において、箕面の子どもたちの状況を把握することが

できること、また、国の調査には含まれていない中学校の英語科の調査が実

施されることで、英語科の状況について把握できることなどの利点はあると

思います。 

◯委員（坂口一美君） ： 国の調査の意義はわかる部分はあるのですが、調査

の対象となる学年、教科、時期がほぼ同じであることは、改善の余地が必要

な部分ですが、それに関して、実際に調査を行う学校には、どのような負担

があるのか。また、現場の意見や負担感などあるのか、ご意見をいただいて

いる範囲で教えていただきたいのですが。 

◯学校教育課長（南山晃生君） ： 現場の意見として、小・中学校の校長先生、

教頭先生、教員、教育委員会事務局職員で構成している学力向上推進チーム

会議での論議の中で、国の調査、府の調査それぞれの趣旨・目的については

理解できるという意見をいただいています。また、校長会や現場からは、そ

れぞれの調査の趣旨・目的はわかるが、短期間に教科・対象学年が同じよう

な調査を２回受けることについての意義がわからないとの意見をいただいて

います。次に、現場の負担についてですが、今年度まで大阪府の到達度テス

トが３年間行われていました。府内の全小学校４年生から中学校３年生まで

が対象です。そのテストは、学校で採点・集計していました。今回提案され

ている大阪府の学力・学習状況調査は、採点・集計は全て委託先の民間の機

関が行いますので、負担は、むしろ軽減されるのではないかと思います。 

◯委員（坂口一美君） ： 調査を２回やることについては、確かに少し疑問が

あります。これまで３年間学校現場でやってきた部分として、負担感が減る

こともわかりました。府との関係を考えると、本市も府の施策を実際に受け

て、様々な取組を行っていますので、施策の検証について協力していくとい



 

う部分では、必要なことではないかと思います。 

◯委員（福井聖子君） ： 調査をするにあたっては、調査をした結果どうなる

かということが、一番問題だと思うのです。大阪府の調査と国の調査と大き

く違った場合にＰＤＣＡサイクルがどうなるのか。本来調査というのは、学

力に関しては、それぞれの調査で大きく差が出るものではないだろうと思っ

ているので、その意味では、国や大阪府の調査の趣旨や目的は、それぞれは

理解できるのですが、子どもからなぜ二つ受けないといけないのかとの質問

が出たときに、なかなか説得する言葉が私の中には浮かんできません。では、

断るのかとなったら、いろいろなメリットがないわけではないので、非常に

悩みまして、大変申し訳ないのですが、大阪府の学力・学習状況調査の参加

協力については、他の委員さんの判断に委ねたいと思います。 

◯委員（白石裕君） ： この間、大阪府下の市で態度をきめていないのは箕面

市だけだとのことですが、それだけわれわれもいろいろ情報をいただいて考

えてきました。国の態度が一貫していない。私だけの独断になりますが、安

倍内閣の際に、平成１８年に教育基本法が改正されて、その後、学校教育法

もすぐに改正され、教育の質が非常に重要な政策課題になりました。その後

にこの調査が出てきました。ところが、政権党が変わり、あまりクオリティ

に関心を持っていなくて、むしろ、ガバナンス、学校の教育行政のあり方を

どうするかに関心が移ってきて、あまり、クオリティについては、言われて

いない。副大臣はがんばっておられますが。そのような中で、なかなか方針

を決めていただけない。大阪府も悩まれて、結局自分のところでやるしかな

いとなったのですよね。その後、国が決定した。ある意味、迷走の中で、決

定せざるを得なかった。そのようなつらい状況がありましたが、先ほど言い

ましたように、国の調査は、学習指導要領が新しく変わる時期でもあります

し、意味があると賛成したいです。委員の皆さんが言われているように、あ

くまで、学力テストなので、一つの側面なのです。子どもたちの学力だけで

なく、もっと人間的なものを大事にすることが、新しい学習指導要領の狙い

なのです。だから、そのあたりを注意しなければならない。また、他の国を

見ていると、学力テストを大がかりに行ったからといって、教育改善が直ち

に起こるかというと、私だけの考えですが、そんなに結びついていかない。

だから、テストを過大評価すると、これに振り回された結果、何も残らない、

むなしい気持ちになってしまうのではないでしょうか。最初に学力調査を受

ける際にもありましたように一喜一憂しないでいきたいと思います。その上

で、できたら、大阪府に面子を捨ててやめていただきたいのが本音です。英

語はありますが、実施は４月と６月でしょ。負担は、子どもたちも、先生方

もほとんどないのでしょうか。私は、むしろ採点は先生方がするべきだと思

います。先生方が採点して、初めて子どもたちの成長がわかるのです。これ



 

は理想論ですが、どこかの機関に任せるのではないと思います。教育は右か

ら左というものではないと思うので、大阪府にお願いしたいと思うのですが、

ここまできた流れを見ていると、ひっこみがつかない。つらいですね。でも、

要望したいです。もし、来年度も行うのであれば、同じ学年はやめてくださ

い。意味がありません。指導ができないので。また、教科や日程を変えてい

ただきたい。来年度どうするのかわかりません。大阪府はやめるかもしれま

せん。国でも理科を調査に入れようという動きがあると聞きます。そうなっ

てくると変わってくるかもしれない。非常に流動的、不安定な状況の中で、

決定せざるを得ないことはつらいと思っています。私も迷走しながらの話に

なりますが、その点をふまえて、消極的に大阪府の調査も認めます。 

◯委員（坂口一美君） ： こういった私たちの論議をどのようにして、大阪府

に伝えるのですか。私たちの意見が、次の調査に生かしていけるのであれば、

各市町村の意見がいろいろあると思うのです。そのことも含めて、府がどの

ような姿勢で聞く場を設けられるのか、意見をどのように吸い上げてもらえ

るのか。また、全国の調査の際には、生活実態調査も含めたクロス分析を行

いましたが、大阪府はそのあたりをどのように考えているのか。学力だけで

はなく、生活面も大事なことだと思うので、大阪府がどのように捉えている

かをお分かりでしたら、教えてください。 

◯教育長（森田雅彦君） ： 府の教育長会議で意見も要望もしてきたところで

す。２回行うことと、実施時期が近いこと、行う教科も同じであることは、

私も実際に要望してきましたが、それでも大阪府からこのような形で実施す

ることについて依頼がありました。今後とも、そのような場でしっかりと伝

えていきたいと思います。実施時期や実施教科、対象学年、行う以上は、そ

のあたりをしっかり考えて次年度以降実施していただきたいということは、

伝えていきます。 

◯教育推進部次長（若狭周二君） ： 学習状況の活用については、大きく二つ

あります。一点は、学習状況に関する調査及び学校の取組に関する調査、そ

れぞれと学力に関する調査との相関を調べる。もう一点は、大阪府内の学力

と学習状況をよりきめ細かく分析をし、公表することです。 

◯委員長（小川修一君） ： 大阪府の調査については、それなりの配慮をして

もらえないか。それを市として要望をすることが必要であるということにつ

いては、事務局として、事務レベルで伝えるより、教育委員会全体として、

委員として強く要望することも必要だと思います。今後の調査についてどう

なるのか、教育長にお聞きしたいのですが。 

◯教育長（森田雅彦君） ： 今後の見通しですが、全国学力・学習状況調査に

ついては、国がそのあり方の結論を先延ばししている状況があります。確か

に、来年度の調査研究費の予算も計上されていますし、理科も加えていくこ



 

とも報道されていますが、その後のことについては、まだ決まっていません。

また、大阪府の調査についても、平成２３年度は実施するが、その先はどう

なっていくかは、未定です。ただ、実施する以上は、先ほど、各委員からの

ご意見にありましたことは、教育長会議の場でも強く大阪府教育委員会に要

望していきたいと思っています。箕面市としては、子どもの学力の調査を継

続的に行うことは、絶対に大事なことだと思います。昨年度、福井県に視察

に行きましたが、福井も県や市独自で、学力については６０年、体力につい

ては４０年の調査をしながら、課題がどこにあるか、それをどうしていくか

を、県や市を挙げて取り組んでこられて、今があるということですので、Ｐ

ＤＣＡサイクル、特に、Ａのアクション、分析をどう生かすかを大事にしな

がら、箕面の子どもたちの学力向上に、教育委員会として、市としてどう関

わっていくかをぶれることなく、継続して見ていきたいと思っています。 

◯委員長（小川修一君） ： 文部科学省は、調査の柱をしっかりと持ってもら

いたいと思いますし、現に、見直しをするということが、表に出ながら、結

論がなかなか出ないこともあり、不確定な要素が拭えないところがあったり、

大阪府は、府として、白石委員からのご意見があったような、調査そのもの

についての疑念もある。大阪府としては、「おおさか・まなび舎」「学力向

上プロジェクト」「少人数習熟度別指導」「学習ツールの開発」など、それ

なりの私どもに直接の調査の結果だけに限らず、教育の本質を見ながら、策

を立てていることもあり、この調査については、いろいろな意見が出てくる

状態でありますので、繰り返しになりますが、ここで出た意向を箕面市の教

育委員会として、府に要望することをぜひ、行わなければならないと思いま

す。そこで、府の調査の結論については、そのような状況をふまえた上で、

平成２３年度の調査については、白石委員のおっしゃったような様々な点を

府に要望しながら、来年度の大阪府学力・学習状況調査に参加協力するとい

うことにしたいと思います。委員のみなさま、よろしくお願いします。この

件に関連することは、ここで終わったわけではありません。さらに、もう一

歩、もう二歩も進めた議論が必要ですし、そのことが、この調査を生かすた

めの場になると思います。 

◯委員長（小川修一君） ： 議案第１２号及び議案第１３号を採決いたします。

本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって本件は、原案どおり

可決されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第１８、報告第１３号「箕面市教育委員

会所管にかかる平成２３年度箕面市一般会計当初予算の件」を議題といたし

ます。議案の朗読を省略し、提案理由を教育推進部教育政策課長に求めます。 



 

◯教育政策課長（菅原かおり君） ： 本件は、平成２３年度に予定している教

育施策及び各種事務事業を実施するにあたり、平成２３年度箕面市一般会計

予算を箕面市長に要請する必要が生じましたが、委員長において教育委員会

会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであるとお認めいただきまし

たので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項及び箕面

市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により、教育

長が臨時に代理しましたので、箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規

則第３条第２項の規定により報告するものです。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませんか。 

◯委員（福井聖子君） ： 子ども部の予算について、先日の意見交換で話し合

った子ども施策の新展開として、「私立幼稚園振興助成事業」と「就園奨励

費補助金システム管理事業（臨時）」で予算を計上しているということです

が、この間の流れを見ていますと、この案がまず、報道に出されて、その後、

意見交換があり、その後、議会がある。この件については、意見交換会での

議論がどのようにこの予算に反映されているのかが見えにくいことは否めな

い。また、意見交換会でも、有識者の意見はどうなっているのかと聞きまし

たら、子ども育成推進協議会に諮りますとの回答でしたが、この間、子ども

育成推進協議会は開催されていません。プランと予算の関係は、日程の関係

でこういう風になるのはやむを得ないことなのでしょうか。もちろん言った

意見を全部反映して欲しいといっているのではなく、ディスカッションして

いただきたい部分があるのですが、予算の計上の時期が来れば、それを優先

せざるを得ないというのは、いたしかたがないと理解したらいいのでしょう

か。 

◯教育次長（中井勝次君） ： 確かにいつのレベルでどの議論をするのかとい

うことになってくるかと思いますが、委員がおっしゃったように、まず報道

発表をして、それから議論していただいたということではなく、今まで、基

本的なことは、どっちの方向に向かうべきかということをある程度、協議し

てきたと思っています。ある程度固まった段階で、議論していただくのです

が、ただ、その前段階で、今どっちの方向を向いているかということは、報

道提供することもありますので、議論をしていただく前に、発表しているの

ではないかとのことですが、レベル感という点では違うかもしれませんが、

そのようなことをお示しした上で、報道にも提供しています。さらに、機会

があれば、更に深く議論していただくこともお願いしているところです。で

すから、原則的には、予算に関しては、教育委員会委員さんにお諮りして、

お示しして、その上で、予算編成の参考にしながら、予算を構築していくこ

とになると思います。また、子ども育成推進協議会は、２月２１日に開催予

定です。この委員会の後にはなりますが、その場でお示ししたいと思います。 



 

◯委員（福井聖子君） ： いろいろ事情があることは理解していますが、やは

り、一般の方は報道を見ると、決まったものだと受け止められますし、予算

は決まってしまえば、それで動き出すのは当然のことなので、議論と評価の

順番に関する議論があってもいいのではないかと思います。 

◯委員（福井聖子君） ： 教育推進部の「学校緑化推進事業」ですが、この予

算では、水道代が計上されていないと思います。水道代などのメンテナンス

について、どれぐらいお金がかかるのかがわからないと、芝生がどの程度予

算に見合った事業なのかが判断しかねるので、夏か秋にこのようなデータの

提示を教育推進部にお願いしたのですが、提示していただいていません。お

そらく、今までものすごく忙しかったので、いろいろなことに紛れてしまっ

たのだと思うのですが、どの程度の水道代がかかっているかをまとめている

のかを確認しておきたいのと、事業の予算化がされていますが、芝生化の評

価の議論がないので、その点をどのように考えているかをお願いします。 

◯学校管理課長（岩永幸博君） ： 「学校緑化推進事業」は小学校で行ってい

る芝生化の維持管理のための肥料代や冬芝のオーバーシードの種代や土代、

あるいは新規に芝生化を行う際、通常は大阪府の補助金を活用して行います

が、足りない場合を想定した負担金などを計上しています。委員がおっしゃ

る水道代は、「小学校管理事業」の光熱水費で学校全体の水道代として、計

上しています。この間、団体などから要望書などをいただき、議論にもなっ

ています。申し訳ございませんが、データはまだお渡しできていません。な

お、水道代の把握はできています。平成２１年に南小学校、東小学校と萱野

北小学校の３校を全面芝生化しましたが、初年度はたくさん水をまきますの

で、その関係から１校当たり１００万円から１５０万円ほどの年間の水道代

がかかります。ただ、２年目以降になりますと、減ってきますので、１校あ

たりの水道代は数十万円になってきます。また、評価については、この事業

で予算計上していますので、３月の市議会で議論になろうかと思います。そ

の結果を持って、いろいろな団体に今後の方針をお示ししていきたい。併せ

て、教育委員会委員さんにも報告していきたいと思います。 

◯委員（福井聖子君） ： 最終的な芝生の評価を行うのは、議会ですか。 

◯教育推進部副部長（稲野公一君） ： 芝生については、運営面の評価と、子

どもたちの体力向上などの活用にどれだけ効果があるかという評価とがあり、

この間、平成１８年から校庭の芝生化を鳥取方式などを勉強しながら、業者

とも相談して教えてもらいながら、行ってきました。特に、全面芝生化につ

いて反対意見など、学校の運営上のトラブルがあったり、うまく芝生が育た

ないなどの管理面の課題検証の２点が大きくありました。運営面については、

子どもたちが寝転んだり、楽しく外で遊ぶ子が増えたという学校もあります

が、一方で、今まで行ってきた運動会の競技がしにくい、線が引きにくい、



 

あるいは、でこぼこがあってソフトボールなどをするとイレギュラーするな

ど、運用面での課題もあって、なかなか活用しきれていない部分もあります。

もう１点は、昨年の春から、グラウンドの補修として、勾配の取り直しや水

はけの改善などを行って、まずは、芝生をちゃんと育てないことには、活用

もできないとして、いろいろと勉強しながら取り組んできましたが、ご承知

のとおり、この冬もいろいろと対策しましたが、中央部分はほとんど剥げて

いる状況です。育たないことには、活用もできません。そのような二つの面

から、この間、ずっと検討してきました。大きな方向性としては、子どもた

ちの体力向上に繋がるので、大阪府の補助金を活用して、全面でできるので

あれば、できるだけ広い面積をとして、ほぼ全面の芝生化を進めてきました

が、今後については、少し方向を転換して、無理に全面の芝生化にこだわる

のではなく、ちゃんと芝生を育てて、癒し効果なども言われていますが、そ

のような意味で、学校で活用できるような範囲内で芝生化を、どちらかとい

いますと、中央部分をあきらめて、周辺部分で一定の面積を確保して、学校

で芝生を維持できるような状況を作っていく方向で進める方が、より好まし

いのではないか。そのことが芝生の活用にも繋がるのではないかと考えてお

り、校庭の芝生化は、教育委員会の施設ですが、地域で校庭緑化委員会を作

っていただき、地域の皆さんと進めてきました。あるいは、施設開放の利用

者の皆さんにもご説明したり、保護者、子どもたちにも効果を示して整備し

てきた経過がありますので、特に、全面芝生化でご迷惑をかけている、ある

いは反対意見の多い学校については、そのような話し合いもしながら、施設

開放利用者の皆さんとも協議しながら、一方で一切芝生に手をつけていない

小学校も５校ありますので、そのような方向で、皆さんと話し合いながら、

各学校で何とか整備できる状況を作っていきたいので、来年度の予算計上を

行っています。 

◯委員（福井聖子君） ： 誤解を与えてしまったかもしれません。芝生のこと

や予算作成のプロセスなどについて聞いているのではありません。今の稲野

副部長がおっしゃったようにものすごく苦労されていることがあるのはわか

るのですが、その苦労や何がどこまで進んでいるのかが、なかなかわかりに

くい。その上で、予算計上されているのを見ると、われわれとしても何をど

う求めていいのかがわからないのです。教育委員会のトップの会議が、教育

委員会会議だと思うので、私たち委員も事前に協議する場を増やさなければ

ならないなど、いろいろあるのですが、協議に必要な資料を事前に提示して

いただき、ディスカッションに生かしていかなければならないと思いますの

で、そのあたりのプロセスを考えていただきたいです。いろいろと説明して

いただいて、申し訳ありませんでした。ありがとうございました。 

◯委員長（小川修一君） ： 教育行政はどこかで、線引きをしないと次への発



 

展ができにくいところがあって、それは人間の行うことですから、そんなに

切ることはできにくいことも重々わかるのですが、行政は予算を伴って行う

大きな仕事なので、そのあたりも踏まえながら、ずるずる行くことはまずい

と思っています。 

◯教育長（森田雅彦君） ： 福井委員がおっしゃることは良くわかります。定

例会や事前事後協議の中でできるだけ情報や課題をお互い共有しながら、箕

面の教育を進めていきたいと思っています。ただ、定例会だけでは無理です

ので、定例会以外の学習会として月１回集まっていただいて、課題について

の論議や説明する研修の場を設けています。たくさんの課題がありますが、

そのような場で取り上げて、みんなで考えていきたいと思います。 

◯委員（坂口一美君） ： 子ども部の「日本スポーツ振興センター災害共済掛

金事業（幼稚園）」の中身について教えてください。 

◯幼児育成課長（水谷晃君） ： 日本スポーツ振興センターの災害の障害共済

の掛金の支払いに使う予算です。 

◯委員（坂口一美君） ： 基本的にこれは個々の児童に対する掛金ですね。平

成１６年ぐらいに、小学校や中学校は個人負担をしていなかった部分を受給

者負担として全部個人負担になっていたと思うのです。スポーツ振興センタ

ーの掛金とは違うのですか。 

◯学校教育課長（南山晃生君） ： 現在、小・中学校においては、児童・生徒

一人当たり、９４５円が掛金となっており、そのうち、４６０円が保護者負

担、残りが市の負担となっています。 

◯委員（坂口一美君） ： わかりました。幼稚園に関しても同じですか。 

◯教育長（森田雅彦君） ： 保護者と市、両方で負担しています。以前は、Ｐ

ＴＡが負担していましたが、現在は、個人負担となりました。 

◯委員長（小川修一君） ： 他にないようですので、報告第１３号を採決いた

します。本件を報告どおり承認することに、ご異議ございませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告どおり

承認されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に日程第１９、報告第１４号「箕面市教育委員

会事務局職員の人事発令の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、

提案理由を教育推進部教育政策課長に求めます。 

◯教育政策課長（菅原かおり君） ： 本件は、職員の人事発令について、分限

休職及び退職並びに異動を発令する必要が生じましたが、委員長において教

育委員会会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであるとお認めいた

だきましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第１項

及び箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定によ



 

り、教育長が臨時に代理しましたので、箕面市教育委員会教育長に対する事

務委任規則第３条第２項の規定により報告するものです。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、何か質問、意見はありませんか。 

◯委員長（小川修一君） ： ないようですので、報告第１４号を採決いたしま

す。本件を報告どおり承認することに、ご異議ございませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は、報告どお

り承認されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 次に、日程第２０、報告第１５号「箕面市教育委

員会会議録の承認を求める件」を議題とします。議案の朗読を省略し、提案

理由を教育推進部教育政策課長に求めます。 

◯教育政策課長（菅原かおり君） ： 本件は、去る１月１１日に開催された平

成２３年第１回箕面市教育委員会定例会の会議録を作成したので、箕面市教

育委員会会議規則第４条の規定により提案するものです。 

◯委員長（小川修一君） ： この件に関して、質問、意見はありませんか。 

◯委員長（小川修一君） ： ないようですので、報告第１５号を採決します。

本件を報告どおり承認することに異議はありませんか。 

（“異議なし”の声あり） 

◯委員長（小川修一君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告どおり

承認されました。 

◯委員長（小川修一君） ： 続いて、日程第２１「教育長報告」を議題としま

す。教育長に報告を求めます。 

◯教育長（森田雅彦君） ： （議案書１２３頁から報告） 

◎大阪府都市教育長協議会１月定例会について 

１月１４日にホテルアウィーナ大阪で開催されました。平成２３年度に向

けての事業計画や役割分担、役員構成などが確認されました。なお、今年の

１０月２０日～２１日には、近畿都市教育長秋期研修会を豊能地区（豊中・

池田・箕面）が担当し「千里阪急ホテル」を会場に開催することになってい

ます。 

◎平成２２年度第２回豊能地区人事協議会、臨時教育長協議会について 

１月３１日に豊中市教育センターで開催されました。人事協議会では、平

成２３年度管理職選考の状況や年度末人事に向けて、府教育委員会から説明

がありました。なお、管理職選考については、本市の２次選考に進んだ受験

者は全員が合格しました。教育長協議会では「教員の人事権移譲」について、

１月２７日に淺利豊中市長が豊能地区を代表し、橋下知事に「最終まとめ」

を提出し、導入に向けてこの４月より準備チームを発足すること、府教委か

ら引き継ぐ作業を進めていくことを報告いただき、知事からも「全面的に支



 

援していく」ことが伝えられたことの報告が豊中市教育委員会・大源教育次

長からありました。また、この間マスコミ報道がありました「中学校の給食」

の導入について、大阪府がイニシャルコストの２分の１を補助する内容につ

いて意見交換を行いました。単独調理方式、給食センター方式、小学校から

の搬送方式など、実施した場合にはどれぐらいの費用がかかるか、年間のラ

ンニングコストがどれぐらいかかるかなど、各市町の検討内容について情報

交換しました。今後、検討委員会を立ち上げ、情報収集や課題整理をしてい

く必要があると考えています。 

◎公立図書館のあり方について 

１２月の市長と教育委員会委員の懇談でも話題となった「公立図書館」の

あり方については、教育委員会委員学習会でも意見交換したところです。現

在、プロジェクトチーム、また事務局において検討を進めており、その経過

等については、その都度報告させていただきます。 

 ◎教育推進部について 

１月２２日に「わくわくスタート・もうすぐ１年生」をメイプルホールで

開催し、幼児、保護者４６４名の参加がありました。１年生入学を前にした

子どもたちの不安を少しでも拭い、期待と希望をもって入学を迎えてもらお

うと平成１６年度より始め、７回目となりました。保育所、幼稚園、小学校

の若手教員や保育士の先生方４０人が寸劇を通じて小学校の様子を紹介する

もので、その内容も年々バージョンアップし、参加いただいた子どもさんや

保護者の方からも「小学校生活がよく分かり、子どももくぎ付けでした。入

学式が楽しみです。」「ステージだけでなく、会場にも先生方がおられ、一

緒に手拍子や歌、踊りをしていただき、会場が一つに盛り上がり、とっても

良かったです。来年もぜひ続けてください。」と大変好評でした。 

 ◎子ども部について 

１月４日のニューイヤーキャンプ、１６日の幼児自然教室、２２日の小学

校自然教室と、教学の森野外活動センターにおいて冬のフィールドを活用し

てのキャンプや自然体験教室が開催されました。参加した子どもたちからは

「山でしか会えない友達と会うのが楽しみ。」「とっても楽しかった。また

来たい。」そのような声が。保護者の方からは、「餅つきなど家ではなかな

かできない体験ができ参加させてとっても良かった。」との声が届いていま

す。 

◎生涯学習部について 

１月１０日に平成２３年「箕面市成人祭」がメイプルホールで開催され、

新成人７３１名の参加がありました。市内で新成人を迎えられたのは、１，

２８６名で参加率は５６．８パーセント、昨年より４パーセントアップしま

した。式典は静粛な雰囲気のなかで行われ、市内の業者さん等からいただい



 

た３００もの景品のお楽しみ抽選会や箕面市青少年吹奏楽団の演奏やジュニ

ア・ゴールデンベアーズの華やかな演技など、なごやかな雰囲気の中で、滞

りなく執り行われました。 

◯委員長（小川修一君） ： 図書館事業について、私どもも勉強を兼ねて中央

図書館を視察して、その後会議室で、現状を含めたこの事業に関しての意見

交換を行いました。その点も併せて報告いたします。 

◯委員長（小川修一君） ： ご質問、ご意見はありませんか。 

◯委員長（小川修一君） ： ないようなので、以上をもちまして、本日の会議

日程は終了しました。各委員から教育行政にかかることで何かありませんか。 

◯委員長（小川修一君） ： ないようですので、事務局から「その他、教育行

政に係る報告」があれば、申出を受けますが、いかがですか。 

◯委員長（小川修一君） ： ないようですので、本日の会議日程はすべて終了

し、付議された案件、議案１０件、報告９件はすべて議了しました。 

◯委員長（小川修一君） ： これをもちまして、平成２３年第２回箕面市教育

委員会定例会を閉会とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（午後５時６分閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






